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茨城県告示第656号

取手市施行の取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業については, 換地処分があったので, 土地区画整理法

(昭和29年法律第119号) 第103条第４項の規定により告示する｡

平成17年５月20日

茨城県知事 橋 本 昌

……………………………………………………………………
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毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


